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解釈変更における安倍政権の詭弁について 

 

・限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法９条解釈の「基本的な論理」

が昭和 47年政府見解の中に存在している 

 

・昭和 47 年政府見解の「外国の武力攻撃」は「同盟国等に対する外国の

武力攻撃」とも読める 

 

・作成者の吉國長官等は「基本的な論理」を頭の中に持ってそれを書き込

んだ 

 

稲田大臣： 昭和 47 年政府見解の作成要求がなされた昭和 47 年 9 月 14

日の以下の吉國長官答弁には「基本的な論理」が含まれている 

 
「 侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、

その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底

からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な

措置をとることを憲法が禁じているものではない  」 

 

 

小西質疑： この答弁は、「 その防げなかった侵略が現実に起こった場合に、

これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福

追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。

その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じている

ものではない、というのが憲法第九条に対する私どものいままでの

解釈の論理の根底でございます 」である。 

これは、その前後の論理的文脈を含めて、我が国に対する外国の

武力攻撃が発生した場合（個別的自衛権の局面）にしか憲法９条で

は武力行使ができないという法理を述べたものであるはず 

 

稲田大臣： その答弁としては、「基本的な論理」への「あてはめ」を述

べているのである 

 

 

⇒ 稲田大臣は「基本的な論理」を含む答弁と主張したものに対して、「そ

れは、個別的自衛権行使のみを許容する基本論理のはずだ」と追及を受

けると、「それは、基本的な論理ではなくあてはめを述べているのだ」

と詭弁を弄している。 

それでは、一体どこに「基本的な論理」なるものが存在することにな

るのか？ 
  卵（基本的な論理）が先か鶏（あてはめ：限定的な集団的自衛権行使）が

先かの議論において、安倍政権は昭和 47 年政府見解（及びその作成者答弁）

の中に違憲の卵をねつ造し、違憲の鶏を産み出し運用しているのである。 

解釈変更は法論理ですらない非科学の不正行為であり、故に絶対の違憲である。 
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